
医
　療

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

年
金
天
引
き
開
始

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

協
定
保
養
所
利
用
助
成

福
　祉

「
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特

別
弔
慰
金
」が
支
給
さ
れ
ま
す

介
護
保
険
事
業
所
の
名
称
が

変
更
と
な
り
ま
す

新
し
い
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

が
開
所
し
ま
す

場所 協定保養所名 電話番号

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 ☎０５３３-６８-４６９６

江南市 すいとぴあ江南 ☎０５８７-５３-５５５５

豊田市 豊田市百年草 ☎０５６５-６２-０１００

桑名市 温泉ホーム　松ケ島 ☎０５９４-４２-３３３０

東浦町 あいち健康の森プラザホテル ☎０５６２-８２-０２１１

田原市 シーサイド伊良湖 ☎０５３１-３５-１１５１

※令和３年３月31日まで、全保養所合わせて４泊まで

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　
集

高浜市役所☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0□市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い
る
方

は
、
４
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
さ
れ
る
金
額
を
４
月
の
上
旬
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

申
し
出
に
よ
り
年
金
か
ら
の
天
引
き
を

口
座
振
替
に
変
更
し
た
方
は
、
保
険
料
の

納
付
が
７
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

保
険
料
は
前
年
の
本
人
の
所
得
を
も
と

に
計
算
を
し
ま
す
が
、
４
月
〜
８
月
の
年

金
か
ら
の
天
引
き
で
は
、
今
年
２
月
の
年

金
天
引
き
の
額
ま
た
は
前
々
年
の
所
得
を

も
と
に
仮
計
算
さ
れ
た
保
険
料
額
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
合
せ
先

　
市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
（
内
線
227
・
217
　）

利
用
方
法

協
定
保
養
所
申
込
時
に
被
保
険
者
で
あ

る
こ
と
を
伝
え
、
宿
泊
当
日
、
保
養
所
の

窓
口
で
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
お
よ

び
利
用
カ
ー
ド
（
初
回
利
用
時
に
保
養
所

に
て
交
付
）
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
精

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で
、
４

月
１
日
に
お
い
て
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年

金
等
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、
第

十
一
回
特
別
弔
慰
金
（
額
面
25
万
円
、
５

年
償
還
の
記
名
国
債
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
１
人

請
求
期
間
　
４
月
１
日
㈬
〜
令
和
５
年
３

月
31
日
㈮

請
求
窓
口
　
い
き
い
き
広
場
２
階
　
地
域

福
祉
グ
ル
ー
プ

請
求
に
必
要
な
書
類
な
ど
　
請
求
書
類
の

ほ
か
、
請
求
す
る
方
に
応
じ
た
戸
籍
書

類
な
ど
（
請
求
者
の
戸
籍
は
、
４
月
１

日
㈬
以
降
に
取
得
し
て
く
だ
さ
い
）

問
合
せ
先

愛
知
県
福
祉
局
福
祉
部
地
域
福
祉
課

☎
0
5
2
–
9
5
4
–
6
6
3
2

（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　
■℻
0
5
2
–
9
5
4
–
6
9
4
5

　
い
き
い
き
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
–
9
8
7
1

　
■℻
5
2
–
7
9
1
8

４
月
１
日
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
変
更
に
と
も
な
い
、
介
護
保
険
事
業
所

の
名
称
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

旧
事
業
所
名
　
ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
高

浜
ケ
ア
ハ
ウ
ス

新
事
業
所
名
　
ケ
ア
ハ
ウ
ス
湯
山
安
立

※
事
業
所
の
所
在
地
や
電
話
番
号
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　

　
い
き
い
き
介
護
障
が
い
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
–
9
8
7
1

４
月
１
日
に
、
市
内
に
２
か
所
目
の
障

害
者
相
談
支
援
事
業
所
が
開
所
し
ま
す
。

障
が
い
が
あ
る
お
子
さ
ん
や
本
人
、
そ
の

家
族
や
関
係
者
の
方
か
ら
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。
障
が
い
の
あ
る
方
が
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
、
サ
ー
ビ
ス

な
ど
利
用
計
画
を
作
成
し
、
一
人
ひ
と
り

に
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
を
行
い
ま
す
。

新
規
事
業
所
　
障
が
い
者
支
援
セ
ン
タ
ー

高
浜
安
立
（
豊
田
町
三
丁
目
１
–
15
　

☎
5
3
–
6
0
1
7
）

問
合
せ
先
　

　
い
き
い
き
介
護
障
が
い
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
–
9
8
7
1

算
時
に
１
人
１
泊
に
つ
き
1
，0
0
0
円

を
助
成
し
ま
す
。

問
合
せ
先

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給

付
課

　
☎
0
5
2
–
9
5
5
–
1
2
0
5
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